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第4回疾病一障害認定審査会身体障害認定分科会  

参考資料2 ①  平成21年9月11日  

身体障害者福祉法及び身体障害者福祉法施行令（抜粋）  

○身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）   

（身体障害者）   

第四条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障  

害がある十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交  

付を受けたものをいう。  

別表   

次に掲げる視覚障害で、永続するもの  

1 両眼の視力（万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常があ   
る者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。）がそ  

れぞれ○・一以下のもの  

2 一眼の視力が○・○二以下、他眼の視力が○・六以下のもの  
3 両眼の視野がそれぞれ－○度以内のもの  
4 両眼による視野の二分の－以上が欠けているもの   

二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの  

1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七○デシベル以上のもの  

2 一耳の聴力レベルが九○デシベル以上、他耳の聴力レベルが五○デシ  
ベル以上のもの  

3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五○パーセント以下のもの  
4 平衡機能の著しい障害   

三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害  

1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失  
2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの  

四 次に掲げる肢体不自由  

1 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの  
2 －上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて  

一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの  

3 －下肢をリスプラン関節以上で欠くもの  
4 両下肢のすべての指を欠くもの  

5 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の  

三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの  

61から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる  
障害の程度以上であると認められる障害   

五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続  

し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの   

○身体障害者福祉法施行令（昭和二十五年政令第七十八号）   

（政令で定める障害）   

第三十六条 法別表第五号に規定する政令で定める障害は、次に掲げる機能  
の障害とする。  

－ ぼうこう又は直腸の機能  

二 小腸の機能  

三 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能  

－1－   



身体障害者障害程度等級表（身体障害者福祉法施行規則別表第5号）  

心臓，じんヰ若しくは呼吸馨又はぽうこう若しくは直膿若しくは小膿若しく  

聴覚又は平衡機能の障害   音声機  肢   体   不   自   由  はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害  

能．音桔  

級別  視鷺障害  機能又は  乳幼児期以前の非道行性の  ヒト免疫不  

そしやく  下   肢   体  幹  脳病変による運動機能陣書   心良機能障  

機能の陣  書   陣書   陣書   は壬丑の載  による免疫  

書  上肢機能  移動機能   陣書   機能障害  

両眼の視力（万国  1 両上肢のせ能を  1 両下肢の機能を  体幹の機能陣書  不随意運  不随暮運  心且の載  じん且の  呼吸撃の  ぽうこう  小膿の機  ヒト免疫  
式試視力表によって  全廃したもの  全廃したもの  

測ったものをいい．  ことができないも  より上肢を使  より歩行が不  より自己の  により自己  により自己  機能の障書  より自己の  スによる免  

屈折異常のある者に  2両上肢を手関節   2両下肢を大槌の   用する日常生  可能なもの  身辺の日常  の身辺の日  の身辺の日  により自己  身辺の日＃  疫の機能の  
1級  以上で欠くもの  2分の1以上で欠  活動作がほと  生活活動が  常生活活動  ♯生活活動  の身辺の日  生活活動が  陣書によリ  

視力について測った  くもの  んど不可能な  極度に制限  

ものをいう．以下同  もの  されるもの   
じ。）の和が0．01以下  の   の   限されるも  可能なもの   

のもの  の   

1 両眼の視力の和  両耳の聴力レベル  1 両上肢の機能の  1 両下肢の機能の  1 体幹の機能陣  不随意運  不随暮運  ヒト免疫  
が0．02以上0．04以  考しいヰ害  著しい障害  青により坐位又  不全ウイル  

下のもの  ベル以上のもの（両  は起立位を保つ  スによる免  

耳全ろう）  2両上肢のすべて  疫の≠能の  

2両眼の視野がそ  の持を欠くもの  活動作が極度  陣書により  

2級                                        れぞれ10度以内で  くもの  に制限される  日≠生活が  

かつ両眼による視  3－上肢を上腕の  2体幹の機能陣  捷度lこ制限  

野について視能率  2分の1以上で欠  亨により立ち上  されるもの   

による損失辛が95  くもの  がることが困難  
パーセント以上の  なもの   

もの   4一上肢の機能を  
全廃したもの  

1 両眼の視力の和  両耳の聴力レベル  平衡機  音声機  1 両上肢のおや指  1 両下肢をショパ  体幹の機能陣書  不随暮運  不露l書道  心■の機  じん片の  呼吸響の  ぽうこう  小腸の機  ヒト免疫  
が0．05以上0．08以  が90デシベル以上の  能の極め  能．言語  及びひとさし持を  一関節以上で欠く  により歩行が困難  勤・失講専に  勤・失調専に  能の障害に  機能の陣書  機能の障害  又は直腸の  能の陣書に  不全ウイル  
下のもの  もの（耳介に接しな  て著しい  機能又は  欠くもの  もの  なもの   より上肢を使  より歩行が手  より家庭内  により育鹿  により家庭  機能の障害  より書庭内  スによる免  

ければ大声語を理解  障害  そしやく  用する日＃生  庭内での日常  での8♯生  内での日常  内での日常  により家庭  での日常生  疫の機能の  
2両眼の視野がそ  2両上肢のおや指   2一下肢を大腿の  活動作が著し  生活活勤に制  活活動が著  生活活動が  生活活動が  内での日常  活活勤が苧  陣書により  

れぞれ10度以内で  失   及びひとさし持の  2分の1以上で欠  く制限される  限されるもの  しく制限さ  書しく制限  著しく制限  生活活動が  しく制限さ  日♯生活が  
かつ両眼による視  機熊を全廃したも  もの  れるもの  されるもの  されるもの  著しく制限  
野について視能率  の  されるもの   されるもの  
による損失辛が90  8‾一下肢の機能を  （社会での  

パーセント以上の  3一上肢の機能の  日常生活活  
3級  手しい障害  勤が著しく  

制限される  
4一上肢のすべて  ものを除  
の指を欠くもの  く。）  

5一上肢のすべて  
の指の機能を全廃  
したもの   



心臓．じん臓若しくは呼吸器又はぽうこう若しくは直腸若しくは小腸若しく  

聴覚又は平衡機能の障害   音声機  肢   体   不   自   由  はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害  

能．音詩  

級別  視寛陣書  機能又は  乳幼児期以前の非進行性の  ヒト免疫不  

そしやく  下   肢   体  幹  脳病変による運動機能障害   心臓機能陣  

機能の陣  育   秤亨   障害   は直腸の機  による免疫  

書  上肢機能  移動機触   能障害   機能陣書  

1 両眼の視力の和  1 両耳の聴力レベ  音声機  1 両上肢のおや指  1 両下肢のすべて  不随意遵  不随意運  心臓の機  じん臓の  呼吸畢の  ぽうこう  小腸の機  ヒト免疫  

が0．09以上0．12以  ルが80デシベル以  i■  ≡．こ  を欠くもの   の指を欠くもの  勤・失調等に  勤・失調等に  能の障害に  機能の障害  機能の障害  又は直腸の  能の障害に  不全ウイル  
下のもの   上のもの（耳介に  機能又は  2 両上肢のおや指  2 両下肢のすべて  よる上肢の機  より社会での  より社会セ  により社会  により社会  機能の臨書  より社会で  スによる免  

接しなければ話声  そしやく  の機能を全廃した  の指の機能を全廃  能障害により  日精生活活動  の日常生活  での日精生  での日常生  により社会  の日常生活  疫の機能の  

2 両眼の視野がそ  話を理解し得ない  機能の著  もの   したもの  社会での日常  が著しく制限  活動が著し  活活動が書  活活動が羊  での日常生  活動が著し  障書により  

れぞれ10度以内の  もの）  しい障害  3 －上肢の甘朋  3 一下肢を下腿の  生活活動が雪  されるもの  く制限され  しく制限さ  しく制限さ  活活動が手  く制限され  社会での日  

もの  節．肘関節又は手  しく制限され  るもの  れるもの  れるもの  しく制限さ  

2両耳による普通  関節のうち．いす  るもの  れるもの  が著しく制  

話声の最良の請音  れか一関節の機能  限されるも  

明瞭度が50パーセ  を全廃したもの  の   

ント以下のもの  4一上肢のおや指  
及びひとさし指を  
欠くもの  を全廃したもの  

4級  5一上肢のおや指  

及びひとさし指の  
機能を全廃したも  

l  

の  健偶の長さの10分  
6おや指又はひと  

l  

さし指を含めて－  
上肢の三指を欠く  
もの  

7おや指又はひと  
さし指を含めて－  
上肢の三指の機能  
を全廃したもの  

8おや指又はひと  
さし指を含めて－  
上肢の四指の機能  
の著しい陣書   

1 両眼の視力の和  平衡機  1 両上肢のおや指  1 一下肢の股関節  体幹の機能の著  不随意運  不随意運  
が0．13以上0．2以  能の著し  の機能の著しい陣  動・失調等に  

下のもの  い障害  亨  の著しい障害  よる上肢の機  

2－上肢の甘関  能障害により  

2丙唄による視野  節．肘関節又は手  社会での日常  
の2分の1以上が  関節のうち，いす  生活活】削こ支  

欠けているもの  れか一関節の機能  件のあるもの   
の著しい障害  比して5センチ  

3一上肢のおや持  

5級  を欠くもの  健側の長さの15分  
4一上l技のおや指  
の機能を全廃した  
もの  

5一上肢のおや持  
及びひとさし緒の  
機能の書しい障害  

6おや指又はひと  

さし指を含めて一  
上肢の三指の機能  

の著しい障害   



心片．じん貴著しくは呼吸馨又はぼうこう若しくは直旛若しくは小膿若しく  

瞳寛又は平衡捜能の障害   音声機  肢   体   不   自   由  はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の陣書  

能．音詩  

級別  視覚障害  機能又は  乳幼児期以前の非進行性の  ヒト免疫不  

そしやく  下   肢   体  幹  脳病変による運動機能陣書   lb▲機能障  

機能の陣  書   陣書   陣書   は直嬢の機  による免疫  

書  上肢機能  移動機能   能障害   機能陣書  

一眼の視力が0．02  1－上肢のおや指  不61鷺運  

以下．他眼の視力が  の機能の著しい叶  動・失爛専に  

0，6以下のもので．両  書  くもの  よる上肢の♯  

岨の視力の和が0．2  2ひとさし指を含  能の劣るもの   

を且えるもの   距暮で発声された  めて一上肢のこ持  

会誌語を理解し得  を欠くもの  書  

6級  ないもの  3ひとさし指を含  
めて一上肢の二緒  

2－側耳の聴力レ  の機能を全廃した  
ベルが90デシベル  もの   

以上．他側耳の聴  
カレベルが50デシ  
ベル以上のもの  

1－上肢の♯舵の  上肢に不随  

軽度の陣書  の指の機能の羊し  鷺運動・失韻  

2－上肢の▼開  専を有するも  

l  

j臥肘関節又は手  の   の  
関節のうち，いす  

l  

れか一関節の機能  

の軽度の渾害  節．膝関節又は足  
3一上肢の手指の  
機能の軽度の辞書  

7級  4ひとさし措を含  
めて一上肢のこ指  
の機能の羊しい陣  

書  5－下肢のすぺて  
5一上肢のなか  

持．くすり糟及び  
小指を欠くもの  

6一上肢のなか  
指．くすり緒及び  
小指の機能を全廃  
したもの   の1以上短いもの  

1同一の等附こついて二つの重複するヰ善がある場合は，一級うえの放とする。ただし．二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは，該当等級とする。  
2 肢体不自由においては，7級に該当する障害が2以上i捜する場合は．6級とする。  
8異なる等】削こついて二つ以上の重複する障害がある場合については，障書の程度を勘案して当該等級より上位の等級とすることができる。  
4 「指を欠くもの」とは．おや指については指サ仰関乱 その他の指については第一指甘間朋節以上を欠くものをいう。  

丑考                 5 r指の機能ヰ書」とは．中手指節関節以下の叶書をいい．おや指については．対抗運動障害をも含むものとする。  
6 上肢又は下肢欠損の断増の長さは．実用訴（上靂引こおいては腋蔦より．大脇においては坐サ結節の高さより計測したもの）をもって計測したものをいう。  
7 下肢の長さは．前脾書輔より内くるぶし下ヰまでを計測したものをいう。   
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